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議案第34号 

養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月３日提出 

養父市長  大 林 賢 一 

 

養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

（養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例） 

第１条 養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年養父市条例第14号）の一部を次の表のように改正

する。（下線の部分は改正部分） 

改      正      案 現          行 

（職員） （職員） 

第23条 （略） 第23条 （略） 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者をい

う。以下同じ。）は、市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その

他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士（法第18条の29に規定す

る地域限定保育士（兵庫県の区域に限る。以下「地域限定保育士」という。）

及び児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）附則第15

条第１項の規定（兵庫県の区域に限る。）によりなおその効力を有するも

のとされる同法附則第12条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平

成25年法律第107号。以下「特区法」という。）第12条の５第２項に規定

する国家戦略特別区域限定保育士（以下「国家戦略特別区域限定保育士」

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者をい

う。以下同じ。）は、市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その

他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士（          

                                

  児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）附則第15

条第１項の規定（兵庫県の区域に限る。）によりなおその効力を有するも

のとされる同法附則第12条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平

成25年法律第107号。以下「特区法」という。）第12条の５第２項に規定

する国家戦略特別区域限定保育士（以下「国家戦略特別区域限定保育士」
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改      正      案 現          行 

という。）を含む。）又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市

長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

という。）を含む。）又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市

長が認める者であって、次 の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

３ （略） ３ （略） 

 （職員） （職員） 

第29条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士（地域限定保育士及び国家戦略

特別区域限定保育士を含む。                    

                        次項において同

じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の

全部を委託する小規模保育事業所Ａ型又は第16条第１項の規定により搬

入施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ａ型にあっては、調理員を置

かないことができる。 

第29条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士（特区法第12条の５第５項に規

定する事業実施区域内にある小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士又

は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同

じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の

全部を委託する小規模保育事業所Ａ型又は第16条第１項の規定により搬

入施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ａ型にあっては、調理員を置

かないことができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（職員）  （職員） 

第31条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ｂ型」

という。）には、保育士（地域限定保育士及び国家戦略特別区域限定保育

士を含む。                            

                  次項において同じ。）その他保育

に従事する職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その

他の機関が行う研修含む。）を修了した者（次項において「保育従事者」

という。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業

務の全部を委託する小規模保育事業所Ｂ型又は第16条第１項の規定によ

り搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ｂ型にあっては、調理員

第31条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ｂ型」

という。）には、保育士（特区法第12条の５第５項に規定する事業実施区

域内にある小規模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士又は当該事業実施区

域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。）その他保育

に従事する職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その

他の機関が行う研修含む。）を修了した者（次項において「保育従事者」

という。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業

務の全部を委託する小規模保育事業所Ｂ型又は第16条第１項の規定によ

り搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ｂ型にあっては、調理員
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を置かないことができる。 を置かないことができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（保育所型事業所内保育事業所の職員）  （保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第44条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士（地域限定保育士及び国

家戦略特別区域限定保育士を含む。                 

                                

次項において同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただ

し、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第16条第

１項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事

業所にあっては、調理員を置かないことができる。 

第44条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士（特区法第12条の５第５ 

項に規定する事業実施区域内にある保育所型事業所内保育事業所にあっ

ては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。

次項において同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただ

し、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第16条第

１項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事

業所にあっては、調理員を置かないことができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 （小規模型事業所内保育事業所の職員）  （小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第47条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のものに限る。次条におい

て「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業所（以下この条に

おいて「小規模型事業所内保育事業所」という。）には、保育士（地域限

定保育士及び国家戦略特別区域限定保育士を含む。          

                                

       次項において同じ。）その他保育に従事する職員として市

長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含

む。）を修了した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医及

び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小

規模型事業所内保育事業所又は第16条第１項の規定により搬入施設から

食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かな

第47条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のものに限る。次条におい

て「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業所（以下この条に

おいて「小規模型事業所内保育事業所」という。）には、保育士（特区法

第12条の５第５項に規定する事業実施区域内にある小規模型事業所内保

育事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区

域限定保育士。次項において同じ。）その他保育に従事する職員として市

長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含

む。）を修了した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医及

び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小

規模型事業所内保育事業所又は第16条第１項の規定により搬入施設から

食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かな
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いことができる。 いことができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 

（養父市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例） 

第２条 養父市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年養父市条例第15号）の一部を次の表のよう

に改正する。（下線の部分は改正部分） 

改      正      案 現          行 

（職員） （職員） 

第10条 （略） 第10条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道

府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指

定都市若しくは同法第252条の22第１項の中核市の長が行う研修を修了し

たもの（放課後児童支援員の業務に従事することとなった日の属する年度

の翌年度の末日までに修了することを予定している者を含む。）でなけれ

ばならない。 

(1) 保育士（法第18条の29に規定する地域限定保育士（兵庫県の区域に限

る）及び児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）附

則第15条第１項の規定（兵庫県の区域に限る。）によりなおその効力を

有するものとされる同法附則第12条の規定による改正前の国家戦略特

別区域法（平成25年法律第107号）第12条の５第２項に規定する国家戦

略特別区域限定保育士を含む。）の資格を有する者 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道

府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指

定都市若しくは同法第252条の22第１項の中核市の長が行う研修を修了し

たもの（放課後児童支援員の業務に従事することとなった日の属する年度

の翌年度の末日までに修了することを予定している者を含む。）でなけれ

ばならない。 

(1) 保育士（                           

    児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）附

則第15条第１項の規定（兵庫県の区域に限る。）によりなおその効力を

有するものとされる同法附則第12条の規定による改正前の国家戦略特

別区域法（平成25年法律第107号）第12条の５第２項に規定する国家戦

略特別区域限定保育士を含む。）の資格を有する者 
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(2)～(10) （略） (2)～(10) （略） 

 

（養父市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例） 

第３条 養父市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年養父市条例第11号）の一部を次の表のように改

正する。（下線の部分は改正部分） 

改      正      案 現          行 

（職員） （職員） 

第22条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士（法第18条の29に規定す

る地域限定保育士（兵庫県の区域に限る）及び児童福祉法等の一部を改正

する法律（令和７年法律第29号）附則第15条第１項の規定（兵庫県の区域

に限る。）によりなおその効力を有するものとされる同法附則第12条の規

定による改正前の国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第12条の

５第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下この条にお

いて同じ。）その他乳児等通園支援に従事する職員として市長が行う研修

（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了

した者（以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。）を置か

なければならない。 

第22条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士（          

                    児童福祉法等の一部を改正

する法律（令和７年法律第29号）附則第15条第１項の規定（兵庫県の区域

に限る。）によりなおその効力を有するものとされる同法附則第12条の規

定による改正前の国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第12条の

５第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下この条にお

いて同じ。）その他乳児等通園支援に従事する職員として市長が行う研修

（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了

した者（以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。）を置か

なければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


